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未来の後継者へ未来の後継者へ お米名人になろう！お米名人になろう！
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　石越町の農事組合法人ダイヨン代表理事組合長千葉辰雄さんは、石越小学校から田んぼでの
米づくりの体験をさせたいという依頼を受け、第４地区のみなさんと米づくり学習「お米名人に
なろう！」を実施しました。
　今年度は３、４年生５４名を対象に、農業・農作業の進化についても伝えたいと、１０アールの
水田を活用し、種まき、田植え、稲刈りの手作業体験学習とトラクターや田植機、コンバインな
どの農業機械による作業の見学学習を行いました。
　田植えでは子どもたちが素足で作業することを考慮して、足がとられないように水田を浅く
耕起したり、地区のみなさんが足洗いを手伝ったり、稲刈りでは班ごとに責任者と刈る順番を決
めるなど、子どもたちが安全で楽しく活動できるようきめ細かな配慮がされていました。
　小学校の収穫祭に招かれた千葉さんは、子どもたちの「お米作り楽しかったよ。」「自分たち

で作ったお米のおにぎりおいしいね。」「お代わりします。」という声と笑顔に、今後もこの活動を継続して、より多く
の子どもたちに米作りへの関心をもってもらい、その中から未来の後継者が生まれてくれたら嬉しいと話してくれま
した。
　子どもたちは自分たちが育てたお米を２合ずつ頂いて持ち帰りました。お家でもお米づくりの会話が弾んだことで
しょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：小野寺 鉄子委員
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新年のご挨拶

宮城県農業委員会大会・宮城県農業会議設立70周年記念式典
　第９回宮城県農業委員会大会が、令和６年11月15日に名
取市文化会館で開催され、県内の農業委員および農地利用
最適化推進委員約700名が参加しました。大会に先立ち開催
された「宮城県農業会議設立70周年記念式典」では同会議
の運営に寄与した役員等への記念表彰が、大会では委員在
職20年に達する委員等への表彰が行われました。
　また、記念講演では、食料・農業・農村基本法改正のも
とでの「地域農業再構築と農業委員会組織の役割」につい
て講話をうけ、地域計画の「策定」から「実現」へと目指
すべき視点が変わることを実感しました。
　一方、議事においては、改正基本法にもとづく政策の具
体化に向けた提案、老後の安定した生活を確保する農業者
年金の普及拡大や情報提供の一環である全国農業新聞の購
読拡大等が満場一致で採決されました。

担当：佐藤 久順委員　

　令和６年４月から相続登記の申請が義務化されました。
　相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から
　３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
★制度に関する詳細は    法務省　相続登記　　　　で検索
★相続登記や遺産分割に関する情報・手続のご案内はこちら 
★登記の専門家へのご相談は、宮城県司法書士会の
「相続登記相談センター」にお問い合わせください。
　☎０２２－２２１－６８７０　
　（月・水・金／13：30～16：30）
　　仙台法務局登米支局

法務局からのお知らせ～相続登記の義務化について～

　新年を迎え、市民皆様には健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
　昨年は全国的に地震や台風などの自然災害が連続して起こるという、これまでに類を見な
い大変厳しい年でした。
　登米市においては、異常ともいえる高温による農作物への影響が心配されましたが、品質
や収量への影響も比較的少なく、農家の皆様はもとより、農業関連機関も安堵している状況
であります。
　また、米価については生産コストに見合う水準になりましたが、生産農家からは、最近の
農産物の価格上昇は消費者の理解を得られるのか、しかし農家の経営は苦しく、このままで
は生産者は減り、食料自給率は下がり、令和7年はどうなるのかと心配の声があがっており
ます。

　その対策として、国や県などの正しい情報発信が必要であり、稲作が果たす多面的機能としての役割や多
様な価値観を含めてしっかりと適正価格を伝えていくことが重要です。
　現在、食料・農業・農村基本計画に基づき、国民一人ひとりの食料安全保障をどうするか、安定的に食料
を確保するために何をすべきか、見直しの議論もいよいよ終盤を迎えています。農業委員会としても10年後
を見据えた「地域計画」「目標地図」を活かし、さらに地域住民の声を考慮しながら担い手や多様な人材の
育成にも努力し、それらの運用についても見極めてまいります。農地を守り活かす、持続可能な農業・農村
を創るために現場の声を反映し、改善すべき事項を意見書として市などに提出し、未来を見据えた地方創生
の一翼を担う組織として、これまで以上に尽力してまいります。
　市民皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ、新年の挨拶といたします。

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

会　長
高 橋 清 範

農業委員会事務局からのお知らせ

各種申請の締切について

購読しませんか？全国農業新聞
　農業委員会ネットワーク機構が
発行する週刊の農業総合専門紙で
す。金曜日発行で月７００円。
　申し込みは農業委員会事務局
まで！

　農地の転用や売買、貸借などの
申請は毎月１０日が締切です。
　※土曜、日曜、祝日の場合は翌
平日になります。
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◆変更の経緯
　農家数の減少や高齢化により、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念され、国の法改正が
行われました。これまでの人・農地プランが法定化され、将来にわたって守るべき農地、作物の振興方
針、農地の集積方針など、目指すべき姿を示した目標地図を含む「地域計画」の策定が義務付けられ、
農地の貸借方法もかわることになります。概要について以下のとおりお知らせします。

◆貸借方法について
　現在は①市から認定をうけている農家や法人が契約できる農業経営基盤強化促進法による利用権設定
（相対）②農地法第３条③農地中間管理事業のいずれかの方法で農地の貸借が可能ですが「地域計画」
を策定し公告した後は、①の方法による農地の貸借はできなくなります。登米市は令和７年３月末に地
域計画を公告する予定のため、同年４月から①による貸借ができません。

　　　農地貸借Ｑ＆Ａ
　Ｑ：まだ契約の途中ですが、今回の法改正をうけて再契約の必要はありますか。
　Ａ：契約期間がまだ残っていれば再契約の必要はありません。
　Ｑ：５年前に農業委員会で利用権設定契約をした農地所有者です。令和７年５月に契約期間が満了と

なります。また同じ方に貸す場合、どのようにすればいいのでしょうか。
　Ａ：令和７年４月以降の貸借方法は農地中間管理事業または、農地法第３条の方法となります。
　　　契約相手と相談のうえ、貸借方法を決めてください。貸借方法によって

準備する書類や、受付窓口が異なります（下記参照）。
　Ｑ：利用権設定契約が終了しました。手続きをしないとどうなりますか。
　Ａ：所有者に農地が返還されます。

所有者の方が農業者年金を受給している場合、受給している年金によっ
ては年金額が減額する場合がありますので、農業委員会事務局までお問
い合わせください。

　Ｑ：耕作をしていた父親が亡くなりました。登記名義も父親です。
これからは親戚に頼みたいのですがどうすればいいですか。

　Ａ：まずは相続登記を行ってください。登記が終わりましたら親戚の方と貸借方法について相談のう
え、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先　　◎農 地 法 第 ３ 条　→　登米市農業委員会事務局　☎0220-34-2317
　　　　　　　　◎農地中間管理事業　→　登米市産業経済部産業総務課　☎0220-34-2716

令和７年４月から農地の貸借方法がかわります

欠員となっていた農業委員
が決定しました。
(任期 令和8年7月23日まで)

迫町　千 葉 昭 広迫町　千 葉 昭 広
ち　  ば　あき　ひろ
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